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津別町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２９年１０月３１日（火） 午後２時２０分から 

 

２．開催場所  議会議事堂 委員会室 

 

３．出席委員（１０人） 

   会長       １１番  田 原 賢 二 

委員        １番  細 川 幹 生 

             ２番  近 藤 雅 浩 

             ３番  嶋 田 治 仁 

             ４番  佐 野 多希子 

             ５番  迫 田 和 男 

             ６番  上 野 安 男 

             ７番  山 田 伸 二 

８番  石 橋 利 明 

           １０番  巴   敏 博 

 

４．欠席委員（１名）   ９番  西 原 芳 明 

 

 

５．議事日程 

  第１  会議録署名委員の指名について 

  第２  会期の決定について 

  第３  諸般の報告 

  第４  報告第２１号  農地適正化あっせんの結果について 

  第５  報告第２２号  賃貸借の合意による解約について 

  第６  報告第２３号  農地法第５条の規定による届出について 

  第７  報告第２４号  農地所有適格法人の要件確認結果の報告について 

  第８  議案第２８号  農用地利用集積計画の承認について 

 

６．農業委員会事務局職員 

   局  長  横 山   智 

   主  査  松 木 美由紀 

主  任  平 塚 恭 輔 
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７．会議の概要 

 

事務局長：定刻になりましたので、ただ今から平成２９年第９回津別町農業委員会総会を開

催します。本日の議事日程につきましては先に配布のとおりでありますのでご了

承願います。 

     会長よりご挨拶をお願いします。 

 

田原会長：現地研修会に続きまして第９回の農業委員会総会におきまして、何かとお忙しい

中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。早いもので１０月も今日で

終わりとのことですが、今年の秋の収穫作業は比較的順調に進んできた訳ですが、

台風によりデントコーンが倒れまた、この間の大雪ということでこれからビート

の収穫、豆も残っていると思います。なかなか大変だと思いますけれどなんとか

農作業に注意されて作業を進めていただきたいと思います。また、衆議院選挙も

終わりまして自民党の大勝ということで終わりましたけれども政府には、農家の

現場の声を反映した政策を是非、実現していただきたいと思っております。それ

では、今日の議案慎重審議していただき、執り進めて参りたいと思いますのでよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議  長：ただいまの出席委員は、９名であります。 

過半数に達していますので、津別町農業委員会会議規則第７条の規定により、会

議は成立いたしました。 

     これより本日の会議を開きます。 

 

議  長：日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員は、津別町農業委員会会議規則第１２条の規定により、８番 石

橋委員、１０番 巴委員を指名します。 

 

議  長：日程第２「会期の決定について」をお諮りいたします。 

     会期は本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 

       【異議なしの声あり】 

 

議  長：異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。 

 

議  長：日程第３「諸般の報告」を行います。事務局長に報告させます。 

 

事務局長：諸般の報告を行います。前総会以降の主な行事及び会議に関する事項並びに主な 

     事務処置に関する事項につきましては、お手元に配布のとおりでありますのでご 

     了承います。 
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議  長：日程第４ 報告第２１号「農地移動適正化あっせんの結果について」を議題とい

たします。 

     事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：それでは、報告第２１－１号農地移動適正化あっせんの結果につきまして、ご説

明いたします。 

     あっせん委員は、石橋農地部会長、田原委員、近藤委員、山田委員です。 

     １ あっせん日   平成２９年１０月１８日（あっせん回数 １回） 

     ２ 内   容   売  買 

     ３ 農地の内訳 

     【譲渡人及び譲受人住所氏名説明】 

     農地の所在 達美１３１番２外４筆、地目 畑、面積合計 ４８，０９５㎡、 

売買価格 ●●●●●●●円で１０ａ当りは、作付面積 ４５，２１６㎡に対し

●●●円です。 

あっせん結果につきましては、あっせん日の１０月１８日をもって、あっせん成

立となりました。 

 

続きまして、報告第２１－２号農地移動適正化あっせんの結果につきまして、ご

説明いたします。 

あっせん委員は、石橋農地部会長、迫田委員、嶋田委員です。 

１ あっせん日   平成２９年１０月１８日（あっせん回数 １回） 

２ 内   容   売  買 

     【譲渡人及び譲受人住所氏名説明】 

農地の所在 大昭５６番４外１１筆、地目 記載のとおり、面積合計 ５８，２

４１㎡、 売買価格 ●●●●●●円で１０ａ当りは、作付面積で国道側７筆 

１８，６０８㎡ ●●●円 中間３筆 ２０，０００㎡ ●●●円 山側２筆 

１６，３０３㎡ ●●円です。 

あっせん結果につきましては、あっせん日の１０月１８日をもって、あっせん成

立となりました。 

 

続きまして、報告第２１－３号農地移動適正化あっせんの結果につきまして、ご

説明いたします。 

あっせん委員は、石橋農地部会長、巴委員、佐野委員、細川委員です。 
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１ あっせん日   平成２９年１０月１８日（あっせん回数 １回） 

２ 内   容   売  買 

【譲渡人及び譲受人住所氏名説明】 

農地の所在 高台１１４番１外２筆、地目 畑、面積合計 ２６，７２０㎡、 

売買価格 ●●●●●●円で１０ａ当りは、●●●円です。 

あっせん結果につきましては、あっせん日の１０月１８日をもって、あっせん成

立となりました。 

位置図につきましては、次のページ以降に添付してございますのでご確認いただ

きたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

議  長：報告が終わりました。 

     報告第２１号について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

      【ありませんの声あり】 

 

議  長：質問等がないようですので報告第２１号については、報告のとおりご了承願いま

す。 

 

議  長：日程第５ 報告第２２号「賃貸借の合意による解約について」を議題といたしま

す。 

     事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：それでは、報告第２２号賃貸借の合意による解約について、ご説明いたします。 

今回の案件は、４件であります。議案書をご覧ください。 

番号１２番【貸主及び借主住所氏名説明】合意解約する土地の表示等 所在 高

台１１４番１、地目 畑、面積２４，５０６㎡、移転の内容 種類 賃借権、内

容 普通畑、始期 平成２５年３月１日、終期 平成２９年１１月３０日、全契

約地 ２４，５０６㎡、合意解約の合意が成立した日 平成２９年９月１１日で

す。 

番号１３番【貸主及び借主住所氏名説明】合意解約する土地の表示等 所在 美

都１９６番１外２筆、地目 畑、面積合計 １５，９５５㎡、移転の内容 種類 

賃借権、内容 普通畑、始期 平成２７年４月２３日、終期 平成３１年１１月

３０日、全契約地 １５，９５５㎡、合意解約の合意が成立した日 平成２９年

１０月１６日です。 
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【山田委員着席】 

 

番号１４番【貸主及び借主住所氏名説明】合意解約する土地の表示等 所在 達

美１３１番２外４筆、地目 畑、面積合計 ４８，０９５㎡、移転の内容 種類 

賃借権、内容 普通畑、始期 平成２９年１月１日、 終期 平成３１年１１月

３０日、全契約地 ４８，０９５㎡、合意解約の合意が成立した日 平成２９年

１０月１８日です。 

番号１５番【貸主及び借主住所氏名説明】合意解約する土地の表示等 所在 大

昭５６番４外１０筆、地目 記載のとおり、面積合計 ５８，１３２㎡、移転の

内容 種類 賃借権、内容 普通畑、始期 平成２８年１２月１日、終期 平成

３１年１１月３０日、全契約地 ５８，１３２㎡、合意解約の合意が成立した日 

平成２９年１０月１６日です。 

１２番は、賃貸人が売買を希望しましたが、賃借人に購入の意思はなく、合意に

より解約することとなりました。１４番、１５番につきましては、先ほど報告い

たしました、あっせんに伴う解約でございます。 

位置図につきましては、次のページ以降に添付してございますのでご確認いただ

きたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

議  長：報告が終わりました。 

     報告第２２号について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

 

巴 委員：１０番 巴 

 

議  長：１０番 巴委員 

 

巴 委員：●●さんと●●さんについては、春に合意解約及び売買をしていたと思います。 

 

議  長：事務局説明願います。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：こちらは先に売買した場所と別の場所です。先に売買したのは●●さんの住宅

周りで今回は道路向かいの元、田んぼだったところでございます。●●さんよ

り作付しても収穫が悪いとのことで●●さんと協議のうえ、今回の解約となり

ました。 
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巴 委員：それではまた、誰か借り手を探さなければいけないということになりますか。 

 

事 務 局：はい 

 

議  長：巴委員よろしいですか。 

 

巴 委員：はい 

 

     【山田委員退席】 

 

議  長：他にありませんか。 

     【ありませんの声あり】 

 

議  長：質問等がないようですので報告第２２号については、報告のとおりご了承願いま

す。 

 

議  長：日程第６ 報告第２３号「農地法第５条の規定による届出について」を議題とい

たします。 

     事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：それでは、報告第２３号農地法第５条の規定による届出についてご説明いたしま

す。議案書をご覧ください。 

届出案件は、２件で届けについては、「認定電気通信事業者の行う中継施設等の

設置に伴う農地転用の取扱指針」の通知に基づき、農地転用許可は不要となって

おりますが、農作業等営農上の土地利用との調整を図る必要があるため報告いた

します。 

番号２番【貸主及び借主住所氏名説明】申請地 所在 最上３１２番１の内、公

簿 牧場、現況 畑、面積 １，８１３㎡の内２５㎡、契約種類 賃貸借、農振

区分 農業振興区域（農用地区域外）、転用目的 電気通信設備（通信用アンテ

ナの設置）、申請理由 該当付近における携帯電話サービスの品質向上を図る必

要性が認められるため。（工期 H29.09.04～H29.10.06）です。 

番号３番【貸主及び借主住所氏名説明】申請地 所在 木樋１３１番２の内、公

簿 畑、現況 畑、面積 ４５，１３８㎡の内３０㎡、契約種類 賃貸借、農振

区分 農業振興区域（農用地区域外）、転用目的 電気通信設備（通信用アンテ



7 

ナの設置）、申請理由 該当付近における携帯電話サービスの品質向上を図る必

要性が認められるため。（工期 H29.09.28～H29.10.31）です。 

位置図及び配置図につきましては、次のページ以降に添付してございますのでご

確認いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

議  長：報告が終わりました。 

     報告第２３号について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

 

嶋田委員：３番 嶋田 

 

議  長：３番 嶋田委員 

 

嶋田委員：２番の図面の面積は議案書の元地番なのに対して、３番の面積が違っている統

一した方がよいのでは 

 

議  長：事務局説明願います。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：●●●●●の図面の方の面積と議案書で説明した面積が違うので統一した方が

いいとのご意見でよろしいでしょうか。 

 

嶋田委員：はい 

 

事 務 局：農地台帳システムの不具合によるものと思われます。図面の面積が誤りです。 

 

議  長：嶋田委員よろしいでしょうか。 

 

嶋田委員：はい 

 

議  長：他にありませんか。 

     【ありませんの声あり】 

 

議  長：質問等がないようですので報告第２３号については、報告のとおりご了承願いま

す。 
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議  長：日程第７ 報告第２４号「農地所有適格法人の要件確認結果の報告について」を

議題といたします。 

     事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：それでは、報告第２４号農地所有適格法人の要件確認結果の報告について、ご説

明いたします。 

     「農地所有適格法人要件確認一覧」をご覧ください。今回報告されました法人は

【法人の名称を読上げる】の２件です。 

     今回報告されました案件につきましは、全ての項目において、記載のとおり要件

を満たしていることを確認いたしました。以上で報告を終わります。 

 

議  長：報告が終わりました。 

     報告第２４号について、ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

      【ありませんの声あり】 

 

議  長：質問等がないようですので報告第２４号については、報告のとおりご了承願いま

す。 

 

議  長：日程第８ 議案第２８号「農用地利用集積計画の承認について」を議題といたし

ます。事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局：議長 事務局主査 

 

議  長：事務局主査 

 

事 務 局：それでは、議案第２８号の農用地利用集積計画の承認について、ご説明いたしま

す。今回の案件は、賃貸借２件・所有権移転３件の申出がありました。議案書を

ご覧ください。 

（賃貸借） 

番号２１番【利用権の設定をする者及び受ける者の住所氏名説明】利用権を設定

する土地 所在 東岡２４７番１外３筆、地目 畑、面積合計 ８６，６８１㎡、

設定する利用権 種類 賃借権、内容 普通畑、始期 平成２９年１１月１日、

終期 平成３４年８月２６日、借賃 ●●●●●円内訳は貸付料●●●●●円・

農業公社諸経費●●●●●円、成立する当事者間の法律関係等 賃貸借です。 
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番号２２番【利用権の設定をする者及び受ける者の住所氏名説明】利用権を設定

する土地 所在 共和１１１番外 1 筆、地目 畑、面積 ４４，８２０㎡の内９，

７２３㎡、設定する利用権 種類 賃借権、内容 普通畑、始期 平成２９年１

２月１日、終期 平成３４年１１月３０日、借賃 ●●●●円１０ａ当り●●円、

成立する当事者間の法律関係等 賃貸借です。 

 

（所有権移転） 

番号２３番【所有権の移転をする者及び受ける者の住所氏名説明】所有権を移転

する土地 所在 達美１３１番２外４筆、地目 畑、面積合計 ４８，０９５㎡、

移転の内容 種類 所有権、内容 普通畑、所有権の移転時期 平成２９年１１

月１日、対価 ●●●●●円１０ａ当り作付面積 ４５，２１６㎡に対し●●●

円、成立する当事者間の法律関係等 売買です。 

番号２４番【所有権の移転をする者及び受ける者の住所氏名説明】所有権を移転

する土地 所在 大昭５６番４外１１筆、地目 記載のとおり、面積合計 ５８，

２４１㎡、移転の内容 種類 所有権、内容 普通畑、所有権の移転時期 平成

２９年１１月１日、対価 ●●●●●●円１０ａ当りは、作付面積で国道側７筆 

１８，６０８㎡ ●●●円 中間３筆 ２０，０００㎡ ●●●円 山側２筆 

１６，３０３㎡ ●●円、成立する当事者間の法律関係等 売買です。 

番号２５番【所有権の移転をする者及び受ける者の住所氏名説明】所有権を移転

する土地 所在 高台１１２番１外２筆、地目 畑、面積合計 ２６，７２０㎡、

移転の内容 種類 所有権、内容 普通畑、所有権の移転時期 平成２９年１１

月１日、対価 ●●●●●●円１０ａ当り●●●円、成立する当事者間の法律関

係等 売買です。 

２１番は、農業公社が買入れた●●●●氏の農地を●●●●●●に貸付けるもの

で２２番は期間満了による更新、２３番から２５番は、先ほどご承認いただきま

したあっせん結果による所有権の移転です。 

位置図につきましては、次のページ以降に添付してございますのでご確認いただ

きたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

     【山田委員着席】 

 

議  長：暫時休憩いたします。 

 

議  長：会議を再開します。 

 

議  長：説明が終わりました。 

     議案第２８号について、質疑を求めます。 

      【ありませんの声あり】 
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議  長：質疑を終結します。 

     これより議案第２８号について採決します。 

     本件は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

      【異議なしの声あり】 

 

議  長：異議ないものと認め、議案第２８号は原案のとおり可決することに決定いたしま

す。 

 

 

 

（１４時５０分） 

 

 


